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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に装着されて当該被検体から発生する磁気共鳴信号を受信する受信コイルと前記
被検体との間に配置されるコイルパッドであって、
　前記受信コイルが有するコイル開口部と位置合わせされて、前記コイル開口部と前記被
検体との間に貫通孔を形成するパッド開口部と、
　振動を伝達する媒体が充填されて振動する振動部と
　を備えたことを特徴とするコイルパッド。
【請求項２】
　前記貫通孔を介して、生検用の穿刺針が前記被検体に挿入される際のガイドとなる生検
用グリッドが取り付けられることを特徴とする請求項１に記載のコイルパッド。
【請求項３】
　前記貫通孔を介して、前記被検体を振動させる加振器が取り付けられることを特徴とす
る請求項１に記載のコイルパッド。
【請求項４】
　前記被検体の生検が行われる際に、前記加振器に換えて、生検用の穿刺針が前記被検体
に挿入される際のガイドとなる生検用グリッドが取り付けられることを特徴とする請求項
３に記載のコイルパッド。
【請求項５】
　被検体に装着されて当該被検体から発生する磁気共鳴信号を受信する受信コイルと前記
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被検体との間に配置されるコイルパッドであって、
　前記受信コイルが有するコイル開口部と位置合わせされて、生検用の穿刺針が前記被検
体に挿入される際のガイドとなるグリッド部と、
　振動を伝達する媒体が充填されて振動する振動部と
　を備えたことを特徴とするコイルパッド。
【請求項６】
　前記媒体は、振動する空気である、
　請求項１～５のいずれか一つに記載のコイルパッド。
【請求項７】
　前記振動部として、前記被検体と対向する側に設けられ、前記媒体により振動する振動
面を有する、
　請求項１～６のいずれか一つに記載のコイルパッド。
【請求項８】
　被検体に装着されて当該被検体から発生する磁気共鳴信号を受信する受信コイルと、
　前記受信コイルと前記被検体との間に配置されるコイルパッドとを備え、
　前記コイルパッドは、
　前記受信コイルが有するコイル開口部と位置合わせされて、前記コイル開口部と前記被
検体との間に貫通孔を形成するパッド開口部と、
　振動を伝達する媒体が充填されて振動する振動部と
　を備えたことを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。
【請求項９】
　被検体に装着されて当該被検体から発生する磁気共鳴信号を受信する受信コイルと、
　前記受信コイルと前記被検体との間に配置されるコイルパッドとを備え、
　前記コイルパッドは、
　前記受信コイルが有するコイル開口部と位置合わせされて、生検用の穿刺針が前記被検
体に挿入される際のガイドとなるグリッド部と、
　振動を伝達する媒体が充填されて振動する振動部と
　を備えたことを特徴とする磁気共鳴イメージング装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、コイルパッド、加振器及び磁気共鳴イメージング（Magnetic　Re
sonance　Imaging：ＭＲＩ）装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＭＲＩ装置を用いて肝臓などの臓器の剛性を計測する方法として、ＭＲエラスト
グラフィと呼ばれる撮像法がある。ＭＲエラストグラフィでは、ＭＲＩ装置の受信コイル
と被検体との間に加振器が配置され、撮像中に加振器が被検体の臓器を振動させることで
、剛性を表す弾性率をマッピングしたＭＲ画像が得られる。一般的に、このようなＭＲエ
ラストグラフィによって臓器中の繊維化した領域が特定され、特定された領域に対して生
検が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【非特許文献１】「ＭＲエラストグラフィ－本邦における初期知見－ＧＥヘルスケア・ジ
ャパン株式会社－ｉｎ　Ｎａｖｉ　Ｓｕｉｔｅ」、［平成２５年７月１７日検索］、イン
ターネット＜URL:　http://www.innervision.co.jp/suite/ge/advanced＿report2011/110
9/＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、エラストグラフィ後に生検の対象位置がずれるのを
防ぐことができるコイルパッド、加振器及びＭＲＩ装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係るコイルパッドは、被検体に装着されて当該被検体から発生する磁気共鳴
信号を受信する受信コイルと前記被検体との間に配置されるコイルパッドであって、パッ
ド開口部と、振動部とを備えることを特徴とする。パッド開口部は、前記受信コイルが有
するコイル開口部と位置合わせされて、前記コイル開口部と前記被検体との間に貫通孔を
形成する。振動部は、振動を伝達する媒体が充填されて振動する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、第１の実施例に係るＭＲＩ装置の構成例を示す図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る受信コイルの一例を示す図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係るコイルパッドの一例を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係るコイルパッドの内部構造の一例を示す図である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係るコイルパッド上に受信コイルが配置されたときの
様子を示す図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る生検用グリッドの一例を示す図である。
【図７】図７は、第２の実施形態に係るコイルパッドの一例を示す図である。
【図８】図８は、第３の実施形態に係るコイルパッドの一例を示す図である。
【図９】図９は、第３の実施形態に係るコイルパッド上に受信コイルが配置されたときの
様子を示す図である。
【図１０】図１０は、第４の実施形態に係るコイルパッドの一例を示す図である。
【図１１】図１１は、第４の実施形態に係るコイルパッド上に受信コイルが配置されたと
きの様子を示す図である。
【図１２】図１２は、第４の実施形態に係る加振器の一例を示す図である。
【図１３】図１３は、第４の実施形態に係る生検用グリッドの一例を示す図である。
【図１４】図１４は、第４の実施形態に係る加振器を固定する固定部の一例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面に基づいて、コイルパッド、加振器及びＭＲＩ装置の実施形態を説明する。
【０００８】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施例に係るＭＲＩ装置の構成例を示す図である。図１に示すように、
ＭＲＩ装置１００は、静磁場磁石１１１と、傾斜磁場コイル１１２と、送信コイル１１３
と、受信コイル１２０と、コイルパッド１３０と、傾斜磁場電源１４１と、送信部１４２
と、受信部１４３と、シーケンス制御装置１５０と、寝台装置１６０と、計算機システム
１７０とを有する。
【０００９】
　静磁場磁石１１１は、円筒状に形成された磁石であり、静磁場電源（図示せず）から供
給される電流により、被検体Ｓが配置される円筒内部の空間に静磁場を発生させる。
【００１０】
　傾斜磁場コイル１１２は、円筒状に形成されたコイルであり、静磁場磁石１１１の内側
に配置される。また、傾斜磁場コイル１１２は、傾斜磁場電源１４１から供給される電流
により、被検体Ｓが配置される円筒内部の空間に、互いに直交するｘ，ｙ，ｚの３方向に
沿った傾斜磁場を発生させる。
【００１１】
　送信コイル１１３は、円筒状に形成されたコイルであり、傾斜磁場コイル１１２の内側
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に配置される。また、送信コイル１１３は、送信部１４２から給電ケーブルを介して高周
波電流の供給を受けて、被検体Ｓが配置される円筒内部の空間に高周波磁場を発生させる
。
【００１２】
　なお、上記の静磁場磁石１１１、傾斜磁場コイル１１２および送信コイル１１３は、図
示していない架台装置にそれぞれ搭載される。
【００１３】
　受信コイル１２０は、被検体Ｓに装着されて、高周波磁場の影響によって被検体Ｓから
発生する磁気共鳴信号を受信する。また、受信コイル１２０は、受信した磁気共鳴信号を
内部の増幅器によって増幅して出力する。
【００１４】
　コイルパッド１３０は、受信コイル１２０と被検体Ｓとの間に配置される。コイルパッ
ド１３０を受信コイル１２０と被検体Ｓとの間に配置することで、その厚みの分だけ、受
信コイル１２０と被検体Ｓとの間に一定の間隔を設けることができる。これにより、受信
コイル１２０の感度を調整することができる。また、受信コイル１２０から発生する熱が
被検体Ｓに直接伝わるのを防ぐことができる。
【００１５】
　傾斜磁場電源１４１は、シーケンス制御装置１５０からの指示に基づいて、傾斜磁場コ
イル１１２に電流を供給する。例えば、傾斜磁場電源１４１は、高圧発生回路や傾斜磁場
アンプなどを含む。高圧発生回路は、商用交流電源から供給されるＡＣ（Alternate　Cur
rent）電流を所定の電圧のＤＣ（Direct　Current）電流に変換して傾斜磁場アンプに供
給する。傾斜磁場アンプは、高圧発生回路から供給されるＤＣ電流を増幅して傾斜磁場コ
イル１１２に供給する。
【００１６】
　送信部１４２は、シーケンス制御装置１５０からの指示に基づいて、送信コイル１１３
にＲＦパルスを送信する。例えば、送信部１４２は、発振部や位相選択部、周波数変換部
、振幅変調部、ＲＦアンプなどを含む。発振部は、静磁場中における対象原子核に固有の
共鳴周波数のＲＦパルスを発生する。位相選択部は、発信部によって発生したＲＦパルス
の位相を選択する。周波数変換部は、位相選択部から出力されたＲＦパルスの周波数を変
換する。振幅変調部は、周波数変調部から出力されたＲＦパルスの振幅を例えばｓｉｎｃ
関数に従って変調する。ＲＦアンプは、振幅変調部から出力されたＲＦパルスを増幅して
送信コイル１１３に供給する。
【００１７】
　受信部１４３は、シーケンス制御装置１５０からの指示に基づいて、送信コイル１１３
によって受信された磁気共鳴信号を検出する。また、受信部１４３は、検出した磁気共鳴
信号をＡ／Ｄ（Analog-to-Digital）変換することで生データを生成し、生成した生デー
タをシーケンス制御装置１５０に送信する。例えば、受信部１４３は、選択器や前段増幅
器、位相検波器、Ａ／Ｄ変換器などを含む。選択器は、送信コイル１１３から出力される
磁気共鳴信号を選択的に入力する。前段増幅器は、選択器から出力される磁気共鳴信号を
増幅する。位相検波器は、前段増幅器から出力される磁気共鳴信号の位相を検波する。Ａ
／Ｄ変換器は、位相検波器から出力される信号をデジタル信号に変換する。
【００１８】
　シーケンス制御装置１５０は、計算機システム１７０による制御のもと、傾斜磁場電源
１４１、送信部１４２および受信部１４３をそれぞれ駆動することによって、データ収集
を実行する。また、シーケンス制御装置１５０は、データ収集を行った結果、受信部１４
３から生データが送信されると、その生データを計算機システム１７０に送信する。
【００１９】
　寝台装置１６０は、被検体Ｓが載置される天板１６１を備え、架台装置に設けられた開
口部内にある撮像領域へ被検体Ｓとともに天板１６１を移動する。
【００２０】
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　計算機システム１７０は、ＭＲＩ装置１００全体を制御する。例えば、計算機システム
１７０は、操作者から各種入力を受け付ける入力部、操作者から入力される撮像条件に基
づいてシーケンス制御装置１５０にデータ収集を実行するシーケンス制御部、シーケンス
制御装置１５０から送信された生データに基づいて画像を再構成する画像再構成部、再構
成された画像などを記憶する記憶部、再構成された画像など各種情報を表示する表示部、
操作者からの指示に基づいて各機能部の動作を制御する主制御部などを有する。
【００２１】
　以上、第１の実施形態に係るＭＲＩ装置１００の構成例について説明した。このような
構成のもと、ＭＲＩ装置１００では、受信コイル１２０と被検体Ｓとの間に配置されるコ
イルパッド１３０が、受信コイル１２０が有するコイル開口部と位置合わせされて、コイ
ル開口部と被検体Ｓとの間に貫通孔を形成するパッド開口部と、被検体と対向する側に設
けられ、内部に形成された中空部に振動する空気が送り込まれることで振動する振動面と
を備える。
【００２２】
　このような構成によれば、第１の実施形態に係るＭＲＩ装置１００では、ＭＲエラスト
グラフィが行われる場合に、コイルパッド１３０を、加振器の代わりに用いることができ
る。そして、ＭＲエラストグラフィが行われた後には、受信コイル１２０のコイル開口部
とコイルパッド１３０のパッド開口部とで形成される貫通孔を介して被検体に穿刺針を挿
入することで、受信コイル１２０及びコイルパッド１３０を被検体Ｓから取り外すことな
く生検を行うことができる。
【００２３】
　従来のＭＲＩ装置では、ＭＲエラストグラフィが行われる際に、撮像領域を覆うように
加振器が配置されるため、生検が行われる際には、加振器を取り除く必要があった。この
ため、ＭＲエラストグラフィが行われた後には、加振器を覆う受信コイルを被検体から取
り外して、加振器を取り外した後に、被検体に装着し直す必要があった。一般的に、ＭＲ
エラストグラフィでは、受信コイルに取り付けられる生検用グリッドとの位置関係に基づ
いて生検の対象位置が特定されるため、生検の前に受信コイルが装着し直されると、生検
の対象位置がずれてしまう場合があった。
【００２４】
　これに対し、第１の実施形態に係るＭＲＩ装置１００では、コイルパッド１３０及び受
信コイル１２０を被検体Ｓから取り外すことなく生検を行うことができるので、エラスト
グラフィ後に生検の対象位置がずれるのを防ぐことができる。以下では、本実施形態に係
るＭＲＩ装置１００について詳細に説明する。
【００２５】
　図２は、第１の実施形態に係る受信コイルの一例を示す図である。例えば、図２に示す
ように、第１の実施形態に係る受信コイル１２０は、矩形状に形成された表面コイルであ
り、４つのコイル開口部１２１を有する。そして、例えば、ＭＲＩ装置１００によってＭ
Ｒエラストグラフィが行われる場合には、受信コイル１２０は、生検の対象となる臓器を
覆うように被検体Ｓに装着される。なお、受信コイル１２０には、受信コイル１２０から
出力される磁気共鳴信号を受信部１４３へ伝送する送電ケーブル１２２が接続される。
【００２６】
　なお、受信コイル１２０の形状は、必ずしも矩形状に限られない。例えば、受信コイル
１２０の形状は、正方形や円形であってもよい。また、受信コイル１２０が有するコイル
開口部１２１の数も４つに限られず、少なくとも１つのコイル開口部１２１が設けられて
いればよい。
【００２７】
　図３は、第１の実施形態に係るコイルパッドの一例を示す図である。例えば、図３に示
すように、第１の実施形態に係るコイルパッド１３０は、塩化ビニルなどの樹脂によって
、受信コイル１２０と略同じ形状に形成される。例えば、図２に示した受信コイル１２０
が用いられる場合には、コイルパッド１３０は、受信コイル１２０と同様に矩形状に形成
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される。また、コイルパッド１３０には、受信コイル１２０が有する４つのコイル開口部
１２１と同じ位置に、コイル開口部１２１と同じ形状の４つのパッド開口部１３１が形成
される。
【００２８】
　なお、コイルパッド１３０の形状は、必ずしも受信コイル１２０の形状と厳密に一致し
ていなくてもよい。具体的には、コイルパッド１３０の形状は、受信コイル１２０と重ね
られた際に少なくとも１つのパッド開口部１３１がコイル開口部１２１と位置合わせされ
る位置に設けられていれば、受信コイル１２０とは異なる形状であってもよい。また、コ
イルパッド１３０が有するパッド開口部１３１の数は、必ずしも、受信コイル１２０が有
するコイル開口部１２１の数と同じでなくてもよい。具体的には、受信コイル１２０と重
ねられた際にコイル開口部１２１と位置合わせされる位置に、少なくとも１つのパッド開
口部１３１が設けられていればよい。
【００２９】
　図４は、第１の実施形態に係るコイルパッドの内部構造の一例を示す図である。例えば
、図４に示すように、第１の実施形態に係るコイルパッド１３０は、内部に中空部１３２
を有する。例えば、図４に示すように、中空部１３２は、コイルパッド１３０において、
パッド開口部１３１を除いた部分の内部全体に渡って形成される。また、コイルパッド１
３０における被検体Ｓと対向する側（図３に示すコイルパッド１３０の裏側）には、振動
面１３３が設けられる。振動面１３３は、振動する空気が中空部１３２に送り込まれるこ
とで振動する。例えば、中空部１３２には、コイルパッド１３０の長辺部に取り付けられ
た給気管１３４を介して、図示していない振動発生装置から空気が送り込まれる。
【００３０】
　なお、給気管１３４が取り付けられる位置は、必ずしもコイルパッド１３０の長辺部に
限られない。例えば、給気管１３４は、コイルパッド１３０の短辺部に取り付けられても
よいし、角部に取り付けられてもよい。また、受信コイル１２０と重ならない位置であれ
ば、受信コイル１２０側の面上に取り付けられてもよい。
【００３１】
　図５は、第１の実施形態に係るコイルパッド上に受信コイルが配置されたときの様子を
示す図である。図５に示すように、コイルパッド１３０上に受信コイル１２０が配置され
たときには、コイルパッド１３０が有するパッド開口部１３１は、受信コイル１２０が有
するコイル開口部１２１と位置合わせされて、コイル開口部１２１と被検体Ｓとの間に貫
通孔を形成する。そして、受信コイル１２０及びコイルパッド１３０は、図５に示すよう
に重ねられた状態で、コイルパッド１３０の振動面１３３が被検体Ｓと接するように、被
検体Ｓに装着される。
【００３２】
　このように、第１の実施形態では、受信コイル１２０及びコイルパッド１３０が重ねら
れた状態で、コイルパッド１３０が有する振動面１３３が被検体Ｓと接するように装着さ
れるので、ＭＲエラストグラフィが行われる場合に、コイルパッド１３０を従来の加振器
の代わりに用いることができる。
【００３３】
　図６は、第１の実施形態に係る生検用グリッドの一例を示す図である。例えば、図６に
示すように、第１の実施形態に係る生検用グリッド１８０は、パッド開口部１３１によっ
てコイル開口部１２１と被検体Ｓとの間に形成された貫通孔を介して、受信コイル１２０
及びコイルパッド１３０に取り付けられる。そして、生検用グリッド１８０は、生検用の
穿刺針が被検体Ｓに挿入される際のガイドとなる。例えば、図６に示すように、生検用グ
リッド１８０は、穿刺針に取り付けられる穿刺アダプタを固定するための複数のアダプタ
装着部１８１を有する。ここで、例えば、アダプタ装着部１８１は、それぞれ四角形状に
形成された孔であり、複数の行及び複数の列に沿って配列するように設けられる。
【００３４】
　このように、第１の実施形態では、受信コイル１２０が有するコイル開口部１２１とコ
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イルパッド１３０が有するパッド開口部１３１とを通して生検用グリッド１８０が取り付
けられるので、ＭＲエラストグラフィが行われた後に、受信コイル１２０及びコイルパッ
ド１３０を被検体Ｓから取り外すことなく生検を行うことができる。
【００３５】
　上述したように、第１の実施形態によれば、ＭＲエラストグラフィが行われる場合に、
コイルパッド１３０を加振器の代わりに用いることができる。そして、ＭＲエラストグラ
フィが行われた後には、コイルパッド１３０及び受信コイル１２０を被検体Ｓから取り外
すことなく生検を行うことができる。したがって、第１の実施形態によれば、エラストグ
ラフィ後に生検の対象位置がずれるのを防ぐことができる。
【００３６】
　以下、コイルパッド、加振器及びＭＲＩ装置に関する他の実施形態を説明する。なお、
以下で説明する各実施形態に係るＭＲＩ装置及び受信コイルの構成は、基本的には第１の
実施形態で説明したものと同じであり、コイルパッド及び／又は加振器の構成が異なるだ
けである。そのため、以下に示す各実施形態では、ＭＲＩ装置の構成及び受信コイルにつ
いては説明を省略し、コイルパッド及び／又は加振器の構成を中心に説明する。また、以
下に示す各実施形態では、第１の実施例で説明した部位と同じ役割を果たす部位について
は、同一の符号を付すこととして詳細な説明を省略する。
【００３７】
（第２の実施形態）
　上述した第１の実施形態では、コイルパッド１３０において、中空部１３２が、パッド
開口部１３１を除いた部分の内部全体に渡って形成される場合の例を説明した。これに対
し、第２の実施形態では、コイルパッドの内部に複数の中空部が形成される場合の例を説
明する。
【００３８】
　図７は、第２の実施形態に係るコイルパッドの一例を示す図である。例えば、図７に示
すように、第２の実施形態に係るコイルパッド２３０は、６つの部分２３５ａ～２３５ｆ
で構成され、パッド開口部１３１を含む４つの部分２３５ａ～２３５ｄそれぞれの内部に
中空部が形成される。例えば、図７に示すように、部分２３５ａの内部に中空部２３２ａ
が形成され、部分２３５ｂの内部に中空部２３２ｂが形成される。
【００３９】
　ここで、コイルパッド２３０の内部に形成された各中空部には、それぞれ別の給気管を
介して、振動する空気が送り込まれる。例えば、部分２３５ａの内部に形成された中空部
２３２ａには、給気管２３４ａを介して空気が供給され、部分２３５ｂの内部に形成され
た中空部２３２ｂには、給気管２３４ｂを介して空気が供給される。また、部分２３５ｃ
の内部に形成された中空部（図示せず）には、給気管２３４ｃを介して空気が供給され、
部分２３５ｄの内部に形成された中空部（図示せず）には、給気管２３４ｄを介して空気
が供給される。
【００４０】
　このように、第２の実施形態では、コイルパッド２３０の内部に複数の中空部が形成さ
れ、各中空部に別の給気管を介して空気が供給されるので、ＭＲエラストグラフィが行わ
れる際に、コイルパッド１３０を局所的に振動させることができる。なお、図７では、４
つの部分２３５ａ～２３５ｄそれぞれに給気管が設けられる場合の例を示したが、給気管
は着脱可能に設けられてもよい。その場合には、例えば、４つの部分２３５ａ～２３５ｄ
のうち、振動させた部分だけに給気管が設けられてもよい。また、中空部が設けられる部
分は、４つの部分２３５ａ～２３５ｄのうちの一部であってもよい。
【００４１】
（第３の実施形態）
　上述した第１及び第２の実施形態では、生検用グリッド１８０が、パッド開口部１３１
によってコイル開口部１２１と被検体Ｓとの間に形成された貫通孔を介して取り付けられ
る場合の例を説明した。これに対し、第３の実施形態では、生検用グリッドに代わるグリ
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ッド部がコイルパッド自体に設けられる場合の例を説明する。
【００４２】
　図８は、第３の実施形態に係るコイルパッドの一例を示す図である。例えば、図８に示
すように、第３の実施形態に係るコイルパッド３３０は、受信コイル１２０が有する４つ
のコイル開口部１２１と同じ位置に、４つのグリッド部３８０が形成される。ここで、グ
リッド部３８０は、受信コイル１２０が有するコイル開口部１２１と位置合わせされて、
生検用の穿刺針が被検体Ｓに挿入される際のガイドとなる。例えば、グリッド部３８０は
、穿刺針が挿入される複数の穿刺ガイド孔３８１を有する。ここで、例えば、穿刺ガイド
孔３８１は、それぞれ円形状に形成された孔であり、複数の行及び複数の列に沿って配列
するように設けられる。なお、穿刺ガイド孔３８１の周辺部は、穿刺針によって損傷しな
いように補強されるのが望ましい。
【００４３】
　図９は、第３の実施形態に係るコイルパッド上に受信コイルが配置されたときの様子を
示す図である。図９に示すように、コイルパッド３３０上に受信コイル１２０が配置され
たときには、コイルパッド３３０が有するグリッド部３８０は、受信コイル１２０が有す
るコイル開口部１２１と位置合わせされる。そして、受信コイル１２０及びコイルパッド
３３０は、図９に示すように重ねられた状態で、コイルパッド３３０が有する振動面１３
３が被検体Ｓと接するように、被検体Ｓに装着される。
【００４４】
　このように、第３の実施形態では、受信コイル１２０及びコイルパッド１３０が重ねら
れた状態で、コイルパッド１３０が有する振動面１３３が被検体Ｓと接するように装着さ
れるので、ＭＲエラストグラフィが行われる場合に、コイルパッド１３０を従来の加振器
の代わりに用いることができる。また、第３の実施形態では、受信コイル１２０のコイル
開口部１２１とコイルパッド３３０のグリッド部３８０とを介して穿刺を行うことができ
るので、ＭＲエラストグラフィが行われた後に、受信コイル１２０及びコイルパッド３３
０を被検体Ｓから取り外すことなく生検を行うことができる。したがって、第３の実施形
態によれば、エラストグラフィ後に生検の対象位置がずれるのを防ぐことができる。
【００４５】
（第４の実施形態）
　上述した第１～第３の実施形態では、コイルパッドが、内部に形成された中空部に振動
する空気が送り込まれて振動することで、加振器の代わりに用いられる場合の例を説明し
た。これに対し、第４の実施形態では、加振器が用いられる場合の例を説明する。
【００４６】
　図１０は、第４の実施形態に係るコイルパッドの一例を示す図である。例えば、図１０
に示すように、第４の実施形態に係るコイルパッド４３０は、塩化ビニルなどの樹脂によ
って、受信コイル１２０と略同じ形状に形成される。例えば、図２に示した受信コイル１
２０が用いられる場合には、コイルパッド４３０は、受信コイル１２０と同様に矩形状に
形成される。また、コイルパッド４３０には、受信コイル１２０が有する４つのコイル開
口部１２１と同じ位置に、コイル開口部１２１と同じ形状の４つのパッド開口部４３１が
形成される。なお、第４の実施形態に係るコイルパッド４３０は、内部に中空部を有して
いない。
【００４７】
　なお、コイルパッド４３０の形状は、必ずしも受信コイル１２０の形状と厳密に一致し
ていなくてもよい。具体的には、コイルパッド４３０の形状は、受信コイル１２０と重ね
られた際に少なくとも１つのパッド開口部４３１がコイル開口部１２１と位置合わせされ
る位置に設けられていれば、受信コイル１２０とは異なる形状であってもよい。また、コ
イルパッド４３０が有するパッド開口部４３１の数は、必ずしも、受信コイル１２０が有
するコイル開口部１２１の数と同じでなくてもよい。具体的には、受信コイル１２０と重
ねられた際にコイル開口部１２１と位置合わせされる位置に、少なくとも１つのパッド開
口部４３１が設けられていればよい。



(9) JP 6261910 B2 2018.1.17

10

20

30

40

50

【００４８】
　図１１は、第４の実施形態に係るコイルパッド上に受信コイルが配置されたときの様子
を示す図である。図１１に示すように、コイルパッド４３０上に受信コイル１２０が配置
されたときには、コイルパッド４３０が有するパッド開口部４３１は、受信コイル１２０
が有するコイル開口部１２１と位置合わせされて、コイル開口部１２１と被検体Ｓとの間
に貫通孔を形成する。そして、受信コイル１２０及びコイルパッド４３０は、図１１に示
すように重ねられた状態で、コイルパッド４３０が有する振動面１３３が被検体Ｓと接す
るように、被検体Ｓに装着される。
【００４９】
　図１２は、第４の実施形態に係る加振器の一例を示す図である。例えば、図１２に示す
ように、第４の実施形態に係る加振器４９０は、パッド開口部４３１によってコイル開口
部１２１と被検体Ｓとの間に形成された貫通孔を介して、受信コイル１２０及びコイルパ
ッド４３０に取り付けられる。そして、加振器４９０は、ＭＲエラストグラフィが行われ
る際に、振動する空気が内部に送り込まれることで、被検体Ｓを振動させる。例えば、加
振器４９０には、加振器４９０の側面部に取り付けられた給気管４９１を介して、図示し
ていない振動発生装置から空気が送り込まれる。
【００５０】
　なお、給気管４９１が取り付けられる位置は、必ずしも加振器４９０の側面部に限られ
ない。例えば、給気管４９１は、加振器４９０の上面部に取り付けられてもよいし、角部
に取り付けられてもよい。具体的には、例えば、加振器４９０の側面部に給気管４９１が
取り付けられる場合には、加振器４９０が受信コイル１２０及びコイルパッド４３０に取
り付けられた際に受信コイル１２０より上に露出する部分に取り付けられる。
【００５１】
　図１３は、第４の実施形態に係る生検用グリッドの一例を示す図である。例えば、図１
３に示すように、第４の実施形態に係る生検用グリッド１８０は、第１の実施形態で説明
した生検用グリッド１８０と同様のものである。そして、図１３に示すように、生検用グ
リッド１８０は、被検体Ｓの生検が行われる際に、加振器４９０に換えて、受信コイル１
２０及びコイルパッド４３０に取り付けられる。すなわち、生検用グリッド１８０は、パ
ッド開口部４３１によってコイル開口部１２１と被検体Ｓとの間に形成された貫通孔を介
して、受信コイル１２０及びコイルパッド４３０に取り付けられる。
【００５２】
　このように、第４の実施形態では、受信コイル１２０が有するコイル開口部１２１とコ
イルパッド４３０が有するパッド開口部４３１とを通して、加振器４９０及び生検用グリ
ッド１８０のいずれか一方を取り付けることができる。このため、ＭＲエラストグラフィ
が行われた後に加振器４９０を取り外し、その代わりに生検用グリッド１８０を取り付け
ることで、受信コイル１２０及びコイルパッド４３０を被検体Ｓから取り外すことなく生
検を行うことができる。したがって、第４の実施形態によれば、エラストグラフィ後に生
検の対象位置がずれるのを防ぐことができる。
【００５３】
　さらに、第４の実施形態では、エラストグラフィが行われる際に、受信コイル１２０及
び加振器４９０を被検体Ｓ又はＭＲＩ装置１００に固定してもよい。このとき、例えば、
加振器４９０は、受信コイル１２０が有するコイル開口部１２１とコイルパッド４３０が
有するパッド開口部４３１とを貫通して取り付けられた際に、受信コイル１２０とは独立
して被検体Ｓ又はＭＲＩ装置１００に固定される。
【００５４】
　図１４は、第４の実施形態に係る加振器を固定する固定部の一例を示す図である。例え
ば、図１４に示すように、受信コイル１２０は、固定部５１０によって天板１６１又は寝
台装置１６０に固定され、加振器４９０は、固定部５２０によって天板１６１又は寝台装
置１６０に固定される。ここで、例えば、固定部５１０及び５２０は、それぞれ、折り曲
げ可能なベルトなどである。その場合には、例えば、加振器４９０は、受信コイル１２０
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上から固定した場合に、加振器４９０のみが固定部５１０によって押さえつけられて固定
されるようになる。なお、受信コイル１２０及び加振器４９０は、それぞれ固定部５１０
及び５２０によって被検体Ｓに固定されてもよい。
【００５５】
　このように、加振器４９０が受信コイル１２０とは独立して固定されることで、受信コ
イル１２０に伝わる振動を、被検体Ｓから伝わる振動のみに抑えることができる。なお、
ここでは、折り曲げ可能なベルトなどを固定部として用いる場合の例を説明したが、例え
ば、固定部として、剛性を有する支持体が用いられてもよい。この場合には、固定部は、
受信コイル１２０及び加振器４９０をそれぞれ独立して固定位置に保持する。これにより
、受信コイル１２０に伝わる振動をさらに抑えることができる。
【００５６】
　以上説明した少なくとも１つの実施形態によれば、エラストグラフィ後に生検の対象位
置がずれるのを防ぐことができる。
【００５７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【００５８】
　１００　ＭＲＩ装置
　１２０　受信コイル
　１３０　コイルパッド
　１３１　パッド開口部
　１３３　振動面
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【図１１】 【図１２】
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